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(57)【要約】
【課題】羽根車、変速機、および発電機を連結する回転
軸の撓みを防ぐことによって、回転軸の磨耗や損傷を防
止、軽減できる流体発電装置を提案する。
【解決手段】変速機２４のハウジング３１に第一回転軸
２１を回転自在に支持する第一軸受３４ａ、第二軸受３
４ｂが形成されている。即ち、ハウジング３１に風車が
支持されている。一方、発電機２５も、発電機支持部材
２７を介してハウジング３１に支持される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体の流動を受けて第一回転軸を中心に回転する羽根車と、
　前記第一回転軸の回転数を変化させて第二回転軸に伝達する変速機と、
　前記第二回転軸の回転力によって電力を発電する発電機と、
　前記第一回転軸を回転自在に支持する軸受と、
　支柱の一端に該支柱の中心軸を回転中心として、回転自在に支持された基台と、を備え
、
　少なくとも前記変速機および前記軸受はハウジングに覆われ、
　前記ハウジングは前記基台に支持されることを特徴とする流体発電装置。
【請求項２】
　前記発電機は、前記ハウジングに固定されていることを特徴とする請求項１に記載の流
体発電装置。
【請求項３】
　前記ハウジングと前記基台とは、制振部材を介して接続されることを特徴とする請求項
１又は２に記載の流体発電装置。
【請求項４】
　前記第一回転軸と前記第二回転軸とは、互いに異なる軸線に沿って延びることを特徴と
する請求項１から請求項３うちいずれか一項に記載の流体発電装置。
【請求項５】
　前記第一回転軸と前記第二回転軸とは、互いに同一の軸線に沿って延びることを特徴と
する請求項１から請求項４のうちいずれか一項に記載の流体発電装置。
【請求項６】
　前記第一回転軸は一対の前記軸受で回転自在に支持されていることを特徴とする請求項
１から請求項５のうちいずれか一項に記載の流体発電装置。
【請求項７】
　前記ハウジングと前記第一回転軸との間に設けられる非接触型シール機構と、
　前記非接触型シール機構の近傍に溜まる潤滑油を前記ハウジングの底側内部空間に戻す
潤滑油循環機構と、
を備えることを特徴とする請求項１から請求項６のうちいずれか一項に記載の流体発電装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流体発電装置に関する。特に、風力発電装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　流体の流れを利用して発電を行う流体発電装置の一例として、風力発電装置（風力発電
機）が知られている。風力発電装置は、周知のように、風車（羽根車）が流体の流動を受
けて、生じた回転力（機械エネルギー）を発電機で電気エネルギーに変換して発電を行う
ものが一般的である。
【０００３】
　こうした流体発電装置は、風向きに応じて風車の向きを適切に変化させるために、例え
ば、支柱の一端に軸周方向に回動自在に形成された基台（ナセル）を備えている。そして
、この基台に対して、風車の回転軸を支持する軸受、および風車の回転軸の回転数を増加
させる変速機が、それぞれ個別に取り付けられている。これら軸受、および変速機は、基
台に対してそれぞれ軸受、ダンパーなどの制振部材を介して接続されているのが一般的で
ある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開平７－２７９８１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した特許文献1にあるような風力発電装置では、風車の軸受と発電
機とがそれぞれ個別に基台となるハウジングに対して支持され、しかも変速機とハウジン
グとの間には制振部材が配されているため、風車と発電機、及び増速機との間で回転力を
伝達する回転軸が湾曲し、トルクが増大して磨耗が加速するなどの課題があった。
【０００６】
　また、流体発電装置の組立時においても、風車の軸受が３つ以上あるとも不静定な支持
状態となるため、回転軸の軸合わせのための隙間調整が必要であり、非常に手間が掛かる
という課題があった。
【０００７】
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたもので、羽根車、変速機、および発電機を連
結する回転軸の撓みを防ぐことによって、回転軸の損傷や磨耗を防止、軽減できる流体発
電装置を提案することを目的とする。
【０００８】
　本発明は、流体発電装置の組立時において、回転軸の軸合わせを容易にして組立時の組
立容易性を向上させた流体発電装置を提案することを目的とする。
【０００９】
　本発明は、風車に連結される回転軸の回転トルクの増大を回避できる流体発電装置を提
案することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、上記課題を解決するために以下の手段を採用した。
　本発明に係る流体発電装置は、流体の流動を受けて第一回転軸を中心に回転する羽根車
と、前記第一回転軸の回転数を変化させて第二回転軸に伝達する変速機と、前記第二回転
軸の回転力によって電力を発電する発電機と、前記第一回転軸を回転自在に支持する軸受
と、支柱の一端に該支柱の中心軸を回転中心として、回転自在に支持された基台と、を備
え、少なくとも前記変速機および前記軸受はハウジングに覆われ、前記ハウジングは前記
基台に支持されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、羽根車および発電機をハウジングだけに支持させ、このハウジングを
基台に支持させることによって、羽根車と変速機との位置関係、および変速機と発電機と
の位置関係は、風力発電装置の揺動や振動によっても変わることが無い。このため、羽根
車と変速機とを連結する第一回転軸や、変速機と発電機とを連結する第二回転軸に応力が
加わって撓んだりすることが無く、第一回転軸や第二回転軸の磨耗を抑制して、長寿命化
を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第一実施形態に係る風力発電装置の外観図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線の断面図である。
【図３】本体部の概略構成を示す拡大断面図（図１のＡ－Ａ線断面図）である。
【図４】本発明の第二実施形態に係る風力発電装置の要部拡大断面図である。
【図５】図３のＢ―Ｂ線の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
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　図１は、本発明の本発明の第一実施形態に係る風力発電装置１０を示す外観図である。
図２は、図1に示す風力発電装置１０を鉛直方向における上から見たときの断面図（図１
のＡ－Ａ線の断面図）。
【００１４】
　水平軸型の風力発電装置（流体発電装置）１０は、風車（羽根車）２３の回転中心とな
る第一回転軸（回転主軸）２１が地面（設置面）Ｆに対して略水平となるように設置され
る。つまり、風車２３の第一回転軸２１は、地面Ｆに沿って流れる風（流体）Ｗに沿って
延びる。
【００１５】
　この風力発電装置１０は、地面Ｆに対して鉛直方向に立つように固定された支柱１１と
、この支柱１１の一端に形成された基台（ナセル）１２と、この基台１２上に制振部材２
６を介して設置された本体部１３とを備えている。基台１２は回転台１４を介して支柱１
１に接続されている。これによって、基台１２は、地面Ｆに固定された支柱１１に対して
、水平面に沿って回転自在にされている。
【００１６】
　本体部１３は、第一回転軸２１を中心に回転する風車２３と、第一回転軸２１の回転数
を変化させて第二回転軸２２に伝達する変速機２４と、第二回転軸２２の回転力によって
電力を発電する発電機２５とを備えている。なお、本体部１３は全体が外装体（ケース）
２９で覆われていれば良い。
【００１７】
　第一回転軸２１の一端側には、風車２３が設けられている。即ち、第一回転軸２１の一
端には、羽根固定部材４１が固定され、この羽根固定部材４１に互いに等間隔で３枚の翼
ブレード（羽根）４２が取り付けられている。各翼ブレード４２は、風Ｗを受けると揚力
を発生する形状に成形されている。各翼ブレード４２に発生する揚力は、第一回転軸２１
の半径方向に対して交差する方向に発生するため、この揚力によって風車２３が風（流体
）Ｗを受け止めると第一回転軸２１が回転される。
【００１８】
　風車２３は、回転中心である第一回転軸２１の軸線Ｓ１が水平方向Ｒに対して角度θで
僅かに傾斜していればよい。例えば、第一回転軸２１の軸線Ｓ１は、水平方向Ｒに対して
角度θが１～３°程度上向きになるように傾斜して形成されていればよい。これによって
、風車２３を構成する翼ブレード（羽根）４２が強風などによって撓んだとしても、支柱
１１に接触することを防止できる
【００１９】
　図３は、本体部１３の概略構成を示す拡大断面図（図１のＡ－Ａ線の断面図）である。
　変速機２４は、外部が例えば金属からなるハウジング３１で覆われている。このハウジ
ング３１は、制振部材２６（図１も参照）を介して基台１２に支持される。制振部材２６
は、例えば制振ゴム、またはバネ、オイルダンパーなどの弾性体から構成されていれば良
い。こうした制振部材２６は、例えば、強風などによってハウジング３１を含む本体部１
３に生じた振動、揺動などを吸収し、本体部１３が基台１２上で大きく振動することを防
止する。
【００２０】
　ハウジング３１には、第一回転軸２１および第二回転軸２２が回転自在に支持されてい
る。第一回転軸２１には、ハウジング３１内において第一歯車３２が固定されている。第
一回転軸２１は、この第一歯車３２を挟んで前後に配された第一軸受３４ａと第二軸受３
４ｂとからなる一対の軸受３４によって、ハウジング３１に対して回転自在に支持されて
いる。
【００２１】
　軸受３４のうち、第一軸受３４ａは、第一回転軸２１の円周方向の応力を受け止めるラ
ジアル軸受と第一回転軸２１の軸方向の応力を受け止めるスラスト軸受の機能を有する。
　また、第二軸受３４ｂは、第一回転軸２１の円周方向の応力を受け止めるラジアル軸受
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である。
【００２２】
　第二回転軸２２には、ハウジング３１内において第二歯車３３が固定されている。第二
回転軸２２は、この第二歯車３３を挟んで前後に配された第三軸受３５ａと第四軸受３５
ｂとからなる一対の軸受３５によって、ハウジング３１に対して回転自在に支持されてい
る。そして、第二歯車３３は、第一歯車３２と噛み合う様に形成されており、第一回転軸
２１が回転すると、第一歯車３２および第二歯車３３を介して第二回転軸２２が回転され
る。
【００２３】
　第二歯車３３は、第一歯車３２よりも小径のものが用いられれば良い。これによって、
第一回転軸(低速軸)２１の回転は、変速機２４によって増速され、第一回転軸(低速軸)２
１の回転数よりも大きい回転数で第二回転軸(高速軸)２２が回転される。
【００２４】
　第二回転軸２２の一端には、発電機２５の回転軸２５ａが接続されている。発電機２５
は、例えばオルタネーターなどの交流発電機であればよい。こうした発電機２５は、第二
回転軸２２の回転によって回転されるマグネットロータと、このマグネットロータの外周
側を取り囲むように配置されたコイルステータとから構成され、マグネットロータの回転
によってコイルステータとの間で、電磁誘導が発生して発電が行われる。なお、発電機２
５で発電された電力は、不図示の整流回路を介してバッテリに充電されればよい。
【００２５】
　発電機２５は、発電機支持部材２７に固定されている。そして、この発電機支持部材２
７は、変速機２４のハウジング３１に固定される。即ち、発電機２５は、発電機支持部材
２７を介してハウジング３１に固定されている。
【００２６】
　このような構成の風力発電装置１０の発電動作について説明する。風力発電装置１０の
風車２３が風（流体）Ｗを受けると、本体部１３を支持する基台（ナセル）１２は、回転
台１４によって、風車２３の回転面が風Ｗに正対するように回転する。そして、風Ｗによ
って風車２３が回転を始める。
【００２７】
　風車２３が回転すると、この風車２３が固定されている第一回転軸２１が回転する。第
一回転軸２１の回転によって、変速機２４を構成する第一歯車３２が回転する。この第一
歯車３２が回転によって、第一歯車３２と噛み合う第二歯車３３が回転する。
【００２８】
　この時、第二歯車３３は、第一歯車３２よりも小径であるので、第一回転軸２１の回転
数が増加（増速）されて第二回転軸２２が回転する。風車２３の回転数は比較的低速であ
り、効率よく発電を行うために変速機２４によって回転数を増加させる。
【００２９】
　第二回転軸２２が回転すると、この第二回転軸２２に接続されている発電機２５の回転
軸２５ａが回転されて、発電機２５で発電を行うことができる。
【００３０】
　以上のような風力発電装置１０の作用、効果を説明する。
　本発明の風力発電装置１０は、変速機２４のハウジング３１に、第一回転軸２１を回転
自在に支持する第一軸受３４ａ、第二軸受３４ｂが設けられている。即ち、ハウジング３
１に風車２３が支持されている。発電機２５も、発電機支持部材２７を介してハウジング
３１に支持されている。
【００３１】
　そして、これら風車２３および発電機２５を支持した(一体化した)ハウジング３１が、
基台１２に支持される構造を成している。
　本発明によれば、これによって、強風や振動を受けても第一回転軸２１や第二回転軸２
２がズレたり撓んだりすることを防止できる。
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　即ち、従来の風力発電装置は、風車、変速機、発電機などが個々に独立して制振部材等
を介して基台（ナセル）に支持されている構成であったため、それぞれの構成部材どうし
の位置が振動などで動いたりすると、風車と変速機とを連結する回転軸や、変速機と発電
機とを連結する回転軸が撓むなどして、風車と発電機、および変速機との間で、回転軸の
磨耗が加速する原因となっていた。
【００３２】
　本発明では、風車２３および発電機２５をハウジング３１だけに支持させ、このハウジ
ング３１を基台１２に支持させることによって、風車２３と変速機２４との位置関係、お
よび変速機２４と発電機２５との位置関係は、風力発電装置１０の揺動や振動によっても
変わることが無い。
【００３３】
　そして、第一回転軸２１だけでなく、第二回転軸２２も第三軸受３５ａと第四軸受３５
ｂとからなる一対の軸受３５によって支持されることで、不静定な状態となることが防止
できる。これにより、第一回転軸２１や第二回転軸２２の湾曲が防止され、第一回転軸２
１や第二回転軸２２の磨耗を抑制して長寿命化を図ることが可能になる。
【００３４】
　風力発電装置１０は、製造時においても、変速機２４や風車２３の第一回転軸２１を、
それぞれ個別に制振部材を介して基台１２に設けるのではなく、ハウジング３１に一括し
て固定させるので、取付位置の位置決めが容易であり、第一回転軸２１や第二回転軸２２
の軸線が曲がったりすることなく、確実に所定位置にズレなく取り付けることが可能にな
る。これによって、風力発電装置１０の製造時においては、組立性を向上させることがで
きる。また、風力発電装置１０の動作時においては、第一回転軸２１や第二回転軸２２に
内部荷重が生じて損傷することを確実に防止できる。
【００３５】
　また、ハウジング３１と基台１２との間に制振部材２６を設けることによって、風車２
３および発電機２５を含む本体部１３の全体に振動や揺動が発生することを防止できる。
【００３６】
　更に、風車２３が一端に固定される第一回転軸２１を、第一軸受３４ａと第二軸受３４
ｂの２つの軸受３４でハウジング３１に支持させることによって、風車２３をハウジング
３１に対して安定して回転自在に支持させることができる。
【００３７】
　更に、図３に示すように、第一回転軸２１の軸線Ｓ１と、第二回転軸２２の軸線Ｓ２と
が、互いに異なる位置に沿って延びるように、第一回転軸２１と第二回転軸２２とをずら
して配置したので、変速機２４の小型化にも寄与する。
【００３８】
　なお、第一実施形態では、第一回転軸２１と第二回転軸２２とを水平方向にずらして配
置しているが、これ以外にも、例えば、第一回転軸２１と第二回転軸２２とを鉛直方向に
沿って上下に配置しても良い。第一回転軸(低速軸)２１と第二回転軸(高速軸)２２とを上
下方向にずらして配置すれば、風力発電装置１０の本体部１３の水平方向における重量バ
ランスが向上し、より一層安定して発電を行うことができる。
【００３９】
　図４は、本発明の第二実施形態に係る風力発電装置５０を示す要部拡大断面図である。
　風力発電装置５０では、一端に風車が固定される第一回転軸６１の軸線と、一端に発電
機の回転軸と接続される第二回転軸６２の軸線とが同一の軸線Ｓ３上に位置するように構
成した。
【００４０】
　変速機５４は、外部が例えば金属からなるハウジング５１で覆われ、このハウジング５
１は、制振部材５６を介して基台１２（図１参照）に支持される。ハウジング５１には、
第一回転軸６１、第二回転軸６２、およびこの２つの回転軸を連動させる連結回転軸６３
がそれぞれ回転自在に支持されている。
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【００４１】
　第一回転軸６１には、ハウジング５１内において第一歯車７２が固定されている。また
、第二回転軸６２には、第二歯車７３が固定されている。そして、連結回転軸６３には、
第一歯車７２の回転を第二歯車７３に伝える２つの従動歯車７４ａ，７４ｂが固定されて
いる。
【００４２】
　こうした構成によって、風車（図１参照）の回転によって第一回転軸６１が回転すると
、第一歯車７２から従動歯車７４ａ，７４ｂを介して第二歯車７３に回転力が伝えられる
。そして、第二歯車７３が一端に固定されている第二回転軸６２が回転することにより、
第二回転軸６２に接続された発電機６５の回転軸６６が回転され、発電が行われる。
【００４３】
　風力発電装置５０においても、発電機６５を支持する発電機支持部材６７は、ハウジン
グ５１に固定されている。また、風車もハウジング５１に形成された軸受に支持されてい
る。即ち、風車および発電機６５はハウジング５１だけに支持される。
【００４４】
　第二実施形態においても、強風や振動を受けても風車と変速機５４とを連結する第一回
転軸６１や、変速機５４と発電機６５とを連結する第二回転軸６２が撓んだりすることが
無い。その結果、風力発電装置５０の制振部材５６が揺動しても、風車と変速機５４との
位置ズレ、変速機５４と発電機６５との位置ズレによる第一回転軸６１や、第二回転軸６
２の磨耗を防止して、長寿命化を図ることが可能になる。
【００４５】
　また、一端に風車が固定される第一回転軸６１の軸線と、一端に発電機の回転軸と接続
される第二回転軸６２の軸線とを同一の軸線Ｓ３上に位置するように構成することで、風
力発電装置５０の風の流れる方向に直交する幅方向のサイズを小さくすることができ、よ
り一層、風力発電装置５０の小型化を実現できる。
【００４６】
　図５は、図３のＢ―Ｂ線の断面図である。
　図３では図示を省略していたが、第一実施形態に係る風力発電装置１０のハウジング３
１には、第一軸受３４ａ及び第二軸受３４ｂの外部側に、シール機構８０が設けられてい
る。
　シール機構８０は、ハウジング３１の内部に異物が侵入することを防止するため、また
ハウジング３１の内部の潤滑油Ｌが漏出するのを防止するために設けられる。
【００４７】
　シール機構８０としては、非接触型シール機構であるラビリンスシール機構が採用され
る。
　例えばオイルシール等の接触型シール機構を用いた場合には、第一回転軸２１に摺動抵
抗（摺動摩擦）が与えられて、第一回転軸２１の回転を阻害してしまう。つまり、第一回
転軸２１に動力損失が発生して、風力発電装置５０の発電効率が低下する。
　このため、上述したように、風力発電装置５０では、非接触型シール機構（ラビリンス
シール機構）であるシール機構８０を採用して、第一回転軸２１の回転トルクの増大を回
避している。シール機構８０を用いた場合には、接触型シール機構の場合と比べて、第一
回転軸２１の回転トルクを１０％以上低減することができる。
【００４８】
　シール機構８０は、第一回転軸２１を挿通するためにハウジング３１に形成された孔部
に取り付けられるリング部８１と、第一回転軸２１に嵌め込まれたフランジ部８２とから
構成される。そして、リング部８１の内周側の段差とフランジ部８２の外周側の段差とを
第一回転軸２１の軸方向において近接させることによりラビリンスが形成される。なお、
ラビリンスシール機構の段数は、任意に設定することができる。
　シール機構８０は、変速機２４や軸受３４等が収容されるハウジング３１に設けられる
ため、部品点数を最小限に抑えることができる。すなわち、変速機２４や軸受３４に対し
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て別々にシール機構を設ける必要がないので、最小限の部品点数に抑えられる。
【００４９】
　第一回転軸２１の軸線Ｓ１は、水平方向Ｒに対して角度θで僅かに傾斜している。例え
ば、角度θは、１～３°程度上向きに設定される。このため、ハウジング３１の内部の貯
留された潤滑油Ｌは、第一回転軸２１を伝わって、下方側の第二軸受３４ｂの周辺に溜ま
りやすい。
　しかし、シール機構８０は、非接触型（ラビリンスシール機構）であるため、潤滑油Ｌ
の漏出を完全に防止できない。そこで、第二軸受３４ｂの軸方向下方側に潤滑油循環機構
９０を設ける。具体的には、ハウジング３１に取り付けられたリング部８１にオイル溜ま
り９１を形成し、このオイル溜まり９１とハウジング３１の底側内部空間３１Ｓを連通管
９２により連結する。これにより、第二軸受３４ｂの軸方向下方側に流れ込んだ潤滑油Ｌ
は、一旦、リング部８１のオイル溜まり９１に集められ、その後、重力の作用により連通
管９２を介してハウジング３１の底側内部空間３１Ｓに向けて戻される。このため、ハウ
ジング３１の内部の潤滑油Ｌが漏出するのを防止することができる。
【００５０】
　潤滑油Ｌは、ハウジング３１が１～３°程度の傾斜（角度θ）を有して設置されている
ので、ポンプ等の動力源を用いることなく、底側内部空間３１Ｓと潤滑油循環機構９０の
間を自然（自動）に循環する。
　すなわち、ハウジング３１の底側内部空間３１Ｓに収容された潤滑油Ｌは、風車２３の
回転に連動する変速機２４（第一歯車３２）によってハウジング３１の内部で拡散される
。第一回転軸２１に付着した潤滑油Ｌは、第一回転軸２１が傾斜（角度θ）しているため
、
第一回転軸２１に沿って下方に流れ、第二軸受３４ｂを通過して潤滑油循環機構９０のオ
イル溜まり９１に達する。そして、上述したように、オイル溜まり９１に流れ込んだ潤滑
油Ｌは、重力の作用により連通管９２を介してハウジング３１の底側内部空間３１Ｓに向
けて戻される。
　このようにして、ハウジング３１の内部の潤滑油Ｌを自然（自動）循環させることがで
きる。
　そこで、潤滑油循環機構９０の連通管９２の一部に、金属粉などを除去するフィルタ（
不図示）を設けてもよい。ハウジング３１の内部空間Ｓと連通管９２の間で、潤滑油Ｌが
循環するので、金属粉などの異物をフィルタにより効率的に除去することが可能となる。
【００５１】
　なお、潤滑油循環機構９０は、第二軸受３４ｂの近傍に設ける場合に限らない。第一軸
受３４ａの近傍にも設けてもよい。
　また、第二回転軸２２を支持する軸受３５の近傍に、シール機構８０及び潤滑油循環機
構９０を設けてもよい。
【００５２】
　このように、風力発電装置１０は、第一回転軸２１が接続されるハウジング３１に非接
触型のシール機構８０を設けたので、第一回転軸２１の回転トルクの増大を回避できる。
また、シール機構８０の部品点数を最小限に抑えることができる。
【００５３】
　また、第二軸受３４ｂの軸方向下方側に、潤滑油Ｌをハウジング３１の底側内部空間３
１Ｓに戻す潤滑油循環機構９０を設けたので、潤滑油Ｌが漏出を確実に防止できる。潤滑
油循環機構９０の連通管９２にフィルタを設けることにより、潤滑油Ｌに含まれる金属粉
などの異物を効率的に除去することができる。
　なお、第二実施形態に係る風力発電装置５０においても、シール機構８０及び潤滑油循
環機構９０を用いることができる。
【００５４】
　なお、上述した各実施形態において示した各構成部材の諸形状や組み合わせ等は一例で
あって、本発明の主旨から逸脱しない範囲において設計要求等に基づき種々変更可能であ
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【００５５】
　例えば、上述した各実施形態では、発電機を発電機支持部材を介してハウジングに固定
したが、発電機をハウジングに直接固定する構成であっても良い。また、上述した各実施
形態では、ハウジングと基台とは、制振部材を介して接続しているが、ハウジングを基台
に直接接続してもよい。
【００５６】
　上述した各実施形態では、第一軸受３４ａが複列（ラジアル軸受とスラストラジアル軸
受）であり、第二軸受３４ｂが単列（ラジアル軸受）であるの場合について説明したが、
これに限らない。第一軸受３４ａを単列（ラジアル軸受）、第二軸受３４ｂを複列（ラジ
アル軸受とスラスト軸受）にしてもよい。
【００５７】
　なお、上述した各実施形態では、羽根車を回転させる流体として、風を挙げているが、
風力に限らず、水力であってもよい。つまり、本発明は、水力発電装置に適用することが
できる。
【符号の説明】
【００５８】
　１０，５０…風力発電装置（流体発電装置）、　１２…基台（ナセル）、　２１，６１
…第一回転軸、　２２，６２…第二回転軸、　２３…風車（羽根車）、　２４，５４…変
速機、　２５，６５…発電機、　２６，５６…制振部材、　３１，５１…ハウジング、　
３１Ｓ…底側内部空間、　３４…軸受、　３４ａ…第一軸受、　３４ｂ…第二軸受、　８
０…シール機構、　９０…潤滑油循環機構、　Ｗ…風（流体）、　Ｓ１－Ｓ３…軸線

【図１】 【図２】
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